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（序）

全国に法科大学院が開校されてから平成 21 年４月には６年目に突入する

が，理論と実務の架橋を目指す努力は今も各校で懸命に行われている。開校

以来現在まで筆者は実務家教員の一人として関わってきたが，平成 21 年１

月７日の民事法総合演習の講義で扱った事例及び講義内容を紹介して，関係

者の参考に供したい。ちなみに同じような試みは，すでに民事法研究会発行

「ロースクール研究」で『授業方法の研究』と題して多数の科目について第

１号から第 12 号の現在まで連載形式で行われている。

民事法総合演習は３年次生の後期必修科目であり，小濱意三教授，大迫唯

志教授及び筆者の３名が直接の担当ではあるが，複数の研究者教員を含めた

オムニバス形式で行っている。また民事系教官会議において問題を事前に検

討している。受講学生数は約 60 名であり，３つのグループに分けてほぼ 20

名毎にレポートの事前提出を課している。

遺留分減殺請求に関する講義ノート
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平成 21 年１月７日午後１時～３時の講義は，民法の研究者教員の神野礼

斉准教授と筆者の担当であった。問題は筆者がオリジナルに作成したが，神

野准教授との再三の打合せ及び民事教官会議における度重なる協議を経て若

干の修正をした。事前に学生に対し問題文を TKCにアップして，学生は関

係教員に添付ファイルでレポートを提出する。担当教員はレポートを検討の

上で講義に臨む。レジュメ及び時系列表も筆者が作成して，講義当日配布し

た。講義ノートも筆者の作成であるが，上述の打合せ及び議論を踏まえて筆

者なりに改良したつもりであるが，間違いなどがあれば，責任は全て筆者に

有る。

当日の講義で，神野准教授が小問１のうちの具体的遺留分の計算（神野准

教授と筆者で計算方法に若干の差異があるが，筆者の講義ノートであるので

筆者の計算方法を掲載した），小問２のＸと甲の関係，ＸとＹ 3 の関係及び

小問３を担当し，残りの部分を私が担当した。講義の進め方は，基本的にレ

ポート提出者に対し質問をしてゆくスタイルである。

本稿は論文ではなくまた読み難さを避けるため，その都度の文献引用を控

えたが，参考文献は後記のとおりである。

関係教員との協議の中で出された貴重なご意見ないし示唆に感謝すると共

に，さまざまな内容のレポートにより筆者の理解も多角的なものになったの

でレポート提出者に対しても謝意を表する。

なお，なにぶんにも急に本稿を思い立ったため，理解の不十分な点や単純

ミス等があるのではないかと懸念しているが，その場合はご遠慮無く指摘頂

きたい。

（問　題）

１． Ａ（70 歳）は長年の喫煙の結果肺ガンになった。また年を重ねる毎に

物忘れが激しくなり，朝食を食べたことも忘れることがあった。そこで
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亡くなった場合に備えて，自筆で遺言書を書くことにした。Ａには一人

息子のＸ（35 歳）がいるが，甘やかして育てたためか，無軌道な生活を

している。Ｘが 30 歳の頃サラ金から多額の借金をしていることが判明

したので，やむなくＡはＸのため多額の金を出して債務整理をしてやっ

たこともあった。しかしその後ＸはＡのところにたまに来ると言えば，

「10 万円欲しい。」などと無心するだけで，しかも「親父なんか早くくた

ばってしまえ。」と悪態をつくこともあったので，ＡはＸにほとほと愛

想が尽きてしまった。

２． 平成 20 年５月５日Ａは，「Ｙ 1 に対し自宅の土地建物を遺贈する。Ｙ

2 に対しＡビルの土地建物を遺贈する。Ｙ 3 に対しペカソの限定複製画

１枚を遺贈する。遺言執行者としてＹ 1 を指定する。平成 20 年５月５

日　Ａ印」との自筆遺言書を作成して封緘をした上で，５月６日Ｙ 1 に

渡した。Ｙ 1 はＡと懇意の女性，Ｙ 2 はＡの長年の友人，またＹ 3 はＡ

の縁戚である。なお，自宅の土地建物（以下，自宅という）は時価 3000

万円相当，Aビルの土地建物（以下，Ａビルという）の時価は 5000 万

円相当，ペカソのサイン入りの限定複製画１枚（以下，絵という）は

200 万円である。

３． ８月 31 日Ａは○×病院で死亡した。当時Ｘとの連絡がなかなか取れ

なかったため，Ｙ 3 が形だけの喪主となり，９月２日葬儀が行われた。

９月 22 日Ｙ 1 は広島家庭裁判所にＡの自筆遺言書の検認を申立てた。

10 月 15 日Ｘ及びＹ 1 が出席して検認が行われた。裁判官がはさみで自

筆遺言書の封を切って，内容を確認すると第 2 項のとおりであった。Ｘ

は唖然として「こんな馬鹿なことがあるか。親父がこんなものを書くは

ずが無い。親父は認知症だ。許さん。」と声を張り上げたが，裁判官は

「まあ，何でしたら，弁護士さんに相談されたらいかがでしょうか。」と



220－遺留分減殺請求に関する講義ノート（佐藤）

言うだけで，すぐに検認は終了した。Ｙ 1 は検認された遺言書を受け取

った。

４． 10 月 15 日Ｙ 1 はＹ 2 及びＹ 3 に対し遺言の内容を伝えた。10 月 16

日Ｙ 1 は遺言書を持って△△司法書士事務所に行くと，「この内容なら，

亡きＡの自宅をすぐあなたの名義にできます。」と言われたので，直ち

に登記手続を依頼して，10 月 17 日平成 20 年８月 31 日遺贈を原因とす

る移転登記が行われた。また 10 月 17 日Ｙ 3が絵を受け取りに来たので，

Ｙ 1はＹ 3に渡した。Ｙ 2も△△司法書士事務所に登記手続を依頼して，

10 月 20 日Ａビルについて平成 20 年８月 31 日遺贈を原因とする移転登

記が行われた。

５． 他方，10 月 18 日Ｘは●●法科大学院の３年次学生に相談したところ，

「とりあえず『遺言は無効である。有効としても遺留分を侵害している

ので減殺する。』という内容証明を出して，それから弁護士さんに相談

したら良いでしょう。」と言われた。そこで 10 月 22 日ＸはＹ 1，Ｙ 2及

びＹ 3 に対し上記の内容でそれぞれ内容証明郵便を出して，10 月 24 日

内容証明郵便はＹ 1，Ｙ 2及びＹ 3の全員に到達した。

６． 11 月 12 日Ｘが，ある人を介して，弁護士であるあなたの事務所に相

談に来た。Ｘは，「父は認知症でしたので遺言は無効です。自宅，Ａビ

ル及び絵のすべてを取り戻したい。仮にそれが無理だとしても，自分は

２分の１の遺留分を有しているので，すべてについて半分を取り戻した

い。」と述べた。念のためすぐにあなたの事務所で登記簿謄本を取り寄

せたところ自宅はＹ 1 名義のままであったが，Ａビルは平成 20 年 11 月

７日売買を原因としてＹ 2 からＺに同日付けで移転登記されていた。あ

なたがＸの訴訟代理人としてＹ 1，Ｚ及びＹ 3 を被告として提訴する場
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合，（1）どのような訴訟を起こすかを検討しなさい。

７． 11 月 20 日提訴したところ，11 月 30 日被告Ｙ 3 があなたの事務所に

電話をして「訴状及び期日呼出状を受け取ったが，10 月 28 日私は知人

の甲に対し絵を代金 100 万円で売却済みです。したがって私は絵を持っ

ていません。」と言った。（2）Ｘ及び甲の法律関係とＸ及びＹ３の法律

関係を検討した上で，今後いかなる訴訟手続を取るべきかを考えなさ

い。

８． また証拠調べの結果，「被告ＺはＡビルを購入する際，すでにＸがＹ 1

に対し遺留分減殺請求していたことを知っていたが，ＸがＡに対し悪態

をついていたことをＡからさんざん聞かされていたので，ＸにＡビルを

渡すことは必要は無いと考えて，4500 万円を支払ってＹ 1 から購入し

た。」との事実が認められた場合，（3）ＸとＺの法律関係を検討せよ。

９． 第８項と異なり，「Ｙ 2 とＺは 10 月 21 日Ａビルについて売買契約を

締結して，同契約の内容は契約時に 1500 万円を支払い，11 月 14 日所有

権移転及び移転登記と引き換えに残代金 3000 万円を支払うというもの

であった。11 月３日になってＺはＸがＹ 1に対しすでに遺留分減殺請求

していたことを知ったが，11 月 14 日Ｙ 2 に対し残代金 3000 万円を支払

って所有権移転及び移転登記を得た。」という場合の，（4）ＸとＺの法

律関係を検討せよ。

以上

（レジュメ）

小問（1） どのような訴訟を起こすか。
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Ｙ 1（自宅の受遺者）

Ｚ（ビルの転得者）

Ｙ 3（絵の受遺者）

小問（2） 絵について：Ｘ－ 10 月 24 日遺留分減殺－Ｙ３－ 10 月 28 日売

買－甲

｛Ｘと甲の関係｝

｛ＸとＹ 3の関係｝

｛今後いかなる訴訟手続を取るべきか｝

小問（3） ＸとＺとの法律関係

ビルについて：Ｘ 10 月 24 日遺留分減殺→Ｙ２ 11 月７日売買　転得者Ｚ

小問（4）

ビルについて：減殺前の譲渡かあるいは減殺後の譲渡か

Ｘ 10 月 24 日遺留分減殺→Ｙ 2，10 月 21 日契約・ 11 月 14 日権利移転・

登記　転得者Ｚ

（時　系　列　表）

平成 20 年
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５月５日　Ａは自筆遺言書を作成

８月 31 日　Ａ死亡

９月 22 日　Ｙ 1は検認申立

10 月 15 日　検認期日

10 月 15 日　Ｙ 1はＹ 2及びＹ 3に対し遺言の内容を伝えた。

10 月 17 日　自宅について平成 20 年８月 31 日遺贈を原因とする移転登記

10 月 17 日　Ｙ 3にペカソの絵１枚を渡す。

10 月 18 日　Ｘは学生に相談

10 月 20 日　Ａビルについて平成 20 年８月 31 日遺贈を原因とする移転登

記

10 月 24 日　内容証明郵便はＹ 1，Ｙ 2及びＹ 3に到達

11 月 12 日　Ｘがあなたの事務所に来た。

11 月７日　Ａビルについて同日売買を原因としてＹ 2からＺに同日付移転

登記

11 月 20 日　提訴
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11 月 30 日　被告Ｙ 3 から「10 月 28 日甲に絵１枚を代金 100 万円で売却

した」との電話

（講義ノート）

小問（1） どのような訴訟を起こすか。

Q1 遺言無効を理由として返還請求する場合の訴訟物は何ですか，請求の趣

旨は要約するとどうなるか，また請求原因以下はどうか。

A 所有権に基づく妨害排除請求権ないし返還請求権である（主位的請求）

A Ｙ 1（自宅の受遺者）：真正な登記名義回復を原因とする移転登記手続

請求または抹消登記手続請求（←Ａ名義に戻れ

ば，Ｘは相続を原因として単独で登記できる）

A Ｙ 1（自宅の受遺者）：明渡し請求

A Ｚ（ビルの転得者）：真正な登記名義の回復を原因とする移転登記手続

請求

A Ｚ（ビルの転得者）：明渡し請求

A Ｙ 3（絵の受遺者）：引渡し請求

A ※ 登記手続は登記所に対して一定の登記手続を申請することであり，

意思表示である。したがって確定した時意思表示をしたものとみなさ

れる（民事執行法 174 条１項）。判決確定前の登記を認めると回復しが

たい事態が生じるおそれがある。したがって仮執行宣言は付さない。

A ※ 本件自筆遺言書を見た司法書士はなぜ「この内容なら自宅をすぐあ

なたの名義にできます。」と言ったのか。売買の場合売主及び買主の共

同申請であり，売主が死亡すると相続人が登記義務を引き継ぐ。贈与

の場合も同様である。遺贈は死亡によって効力を生じるので，受遺者

と遺言者の相続人の共同申請となる。本問のように遺言執行者が居れ

ば，相続人の代理（1015 条）として執行者と受遺者が共同申請する。
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Ｙ 1 が執行者と受遺者を兼ねているので自己契約（108 条）となるが，

登記義務を債務の履行（108 条但書）と考える。したがってＹ 1 単独

で登記手続が可能となるからである。

A 請求原因：Ａ所有，Ａ死亡，ＸはＡの子，登記の存在あるいは占有

A 抗　弁（遺贈に基づく登記保持権限，占有権原）：各物件を各被告に遺贈

するとの自筆証書遺言

を作成。基づく登記・

占有の存在

A 再抗弁：遺言の内容及び法的効果を判断する能力を欠いていた（遺贈能

力の欠如）。

Q2-1 上記 Q1 記載の訴訟を起こすことができるにもかかわらず，遺言無効

確認請求訴訟を起こせるのだろうか，確認の利益はあるのか。

A 遺言の有効か無効かが紛争の根本的原因になっているので確認の利益は

あるように見える。しかし自宅，ビル，絵の返還を実現すれば十分であり，

別に遺言無効確認訴訟を起こす意味は無いであろう（確認訴訟の補充性）。

もし「全部の財産を○○に遺贈する。」との遺言であれば，後日他に財産の

見つかった場合当該財産も遺言によって○○に遺贈されるので，そのよう

な場合に備えて遺言無効確認訴訟を提起しておく必要はある。しかし本問

のように自宅，ビル，絵を各被告に遺贈するという遺言の場合後日他にめ

ぼしい財産が見つかったとしても当該財産は遺言の対象外であるので遺言

無効確認訴訟を提起する意味は無い。したがって本問では確認の利益は認

められない。

A しかし中間確認の訴え（民訴 145 条）はおそらく可能であろう。その場

合の訴訟物は遺言の有効性であり，要件事実は次のとおりである。

A請求原因：別紙のＡ名義の遺言が存在する（←ここで 1004 条検認の意味
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を言及する：検認は遺言書の現状を確認・保存する行為であり

名義人Ａが作成したことあるいは有効に作成されたことを確認

するものではない。），Ａ死亡，Ａ死亡時財産有り，ＸはＡの子，

効力について争い有り

A抗　弁：全文，日付，氏名をすべて自筆して，押印した（968 条１項自筆

遺言の成立要件）。

A再抗弁：作成当時遺言の内容及び法的効果を判断する能力（963 条）を欠

いていた（遺言能力の欠如）。

Q2-2 上記 Q1 記載の訴訟を提起しないで遺言無効確認請求訴訟だけを起こ

した人がいたが，確認判決で執行できるのか。

A 確認判決では執行できない。被告らが自発的に返還しない限りあらため

て上記 Q1 記載の訴訟を提起しなければならない。

Q3 遺言の有効を前提にすると遺留分減殺請求（予備的請求）が問題となる

が，この場合の訴訟物は何か，請求の趣旨は要約してどうなるのか，また

請求原因以下はどうなるのか。

A 訴訟物は遺留分減殺請求権ではなく，減殺により取得した所有権に基づ

く妨害排除請求権ないし返還請求権（形成権説）である。

AＹ 1（自宅の受遺者）：遺留分減殺を原因とする 2 分の 1 の移転登記手続

請求

AＹ 1（自宅の受遺者）：明渡し請求？

AＺ（ビルの転得者）：真正な名義回復を原因とする２分の１の移転登記手

続請求

AＺ（ビルの転得者）：明渡し請求？

AＺ（ビルの転得者）：Ｙ 3（絵の受遺者）：２分の１の持分確認請求

AＺ（ビルの転得者）：引渡し請求？
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A※ ２分の１の持分に基づいて明渡し請求できるか。あるいはたとえば２

分の１の持分を超える持分を有している場合管理行為として明渡請求で

きるか。できない。なぜなら被告も持分に応じて共有物の全部を使用す

る権利（249 条）があるからだ（最判昭和 41 年５月 19 日）。しかし原告

も使用する権利を有するので，使用を妨げられたことを理由に損害賠償

（709 条不法行為）あるいは利得の返還請求（703 条不当利得）ができる

（最判平成 12 年４月７日）。但し絵の場合損害の立証はなかなか困難で

あろう。

A※ そこで，たとえば本件自宅について共有物分割請求訴訟（258 条１項）

を提起するのはどうだろうか。減殺請求によって共有者となるので持分

登記が無くても共有物分割請求訴訟は可能である。株式について共有物

分割請求訴訟を認めた判例もある（最判平成 12 年７月 11 日）。しかし

Ｘは半分返してもらいたいと言っているので，いきなり共有物分割請求

訴訟を起こすことはＸの意に沿っていないであろう。

A請求原因：被告らに各物件を遺贈するとのＡの遺言が存在する，Ａ所有，

Ａ死亡，ＸはＡの子，Ｘの遺留分２分の１が侵害された。減殺

請求の意思表示。登記ないし占有

A抗　弁：価額弁償。現実に弁償したかあるいは提供したことが本来必要で

あるが（1041 条，最判昭和 54 年７月 10 日），価額弁償の意思表

示をして弁償すべき額の確定を裁判所に申し立てることができる

（最判平成９年２月 25 日）。

A※ 本問ではＸは債務整理のためＡから金を出しもらっているので，仮に

Ｘが生計の資本として 1000 万円の贈与を受けていたと評価される場合，

具体的遺留分侵害率はどうなるのか。1029 条についての最判平成８年

11 月 26 日。また特別受益は１年前のものであっても贈与に含まれると

の最判平成 10 年３月 24 日を参考にして計算すると次のとおりとなる。
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A （3000 ＋ 5000 ＋ 200）＋ 1000 ＝ 9200

A 9200 ×２分の１＝ 4600

A 4600 － 1000 ＝ 3600 ←具体的遺留分侵害額

A 3600 ÷ 8200 ≒ 43.9 ％←具体的遺留分侵害率

A 自宅の受遺者Ｙ 1が価額弁償を申し出る場合の価額は，

A 3000 × 43.9 ％≒ 1317

A そこで，判決主文は「被告Ｙ 1 は原告に対し，被告Ｙ 1 が原告に対して

民法 1041 条所定の遺贈の目的の価額弁償として 1317 万円を支払わなかっ

たときは，自宅の持分 1000 分の 439 につき，所有権移転登記手続をせよ。」

となる（最判平成９年２月 25 日）。

A 条件付き判決であるので原告は執行文の付与を申請することになるが，

その場合裁判所書記官は支払ったことを証明する文書の提出をＹ 1 に催告

して提出がなければ執行文を付与する（民事執行法 174 条３項）

A なお，訴訟提起の段階では特別受益，債務額，全体の財産が原告に不明

の場合も多いので，抽象的遺留分率（1028 条）で請求することが多い。証

拠調べの結果これらが判明すると，裁判所は具体的遺留分の限度で原告の

請求を認めることになる。

小問（2） 絵について。X10 月 24 日遺留分減殺→Ｙ３－ 10 月 28 日売買－

甲

｛Ｘと甲の関係｝

Q1 遺言無効の場合はどうなるのか。

A 甲は無権利者Ｙ 3 から絵を譲り受けたことになる。本問では甲の善意悪

意は不明であるが，甲が善意無過失であれば絵を即時取得（192 条）する。

Q2-1 遺言有効の場合はどうなるのか。
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A 10 月 24 日遺留分減殺で，10 月 28 日Ｙ 3 から甲への売買であるので，甲

は減殺後の転得者である。この場合減殺によってＹ 3 からＸへ絵の所有権

が復帰的に変動したと考えれば二重譲渡となり対抗問題である（最判昭和

35 年７月 19 日）。減殺請求は遺留分確保のための法的技術であり解除や取

消と同様に復帰的物権変動を観念しうるであろう。そこで対抗要件である

占有を先に備えた甲は，背信的悪意者でない限り，絵の所有権取得をＸに

対抗できる。

Q2-2 ところで，Ｘは 1040 条１項但書を根拠に甲に対し減殺請求できない

か。

A できない。なぜなら 1040 条１項は減殺前の譲渡を念頭に置いた規定だか

らである（最判昭和 35 年７月 19 日）。1040 条１項本文は「譲り渡したと

きは」と定めているところ，譲り渡す前であれば受遺者に減殺請求すれば

良い。また減殺後の譲渡は対抗問題として処理すれば良い。したがって

1040 条１項は減殺前の譲渡に適用される規定であるから，Ｘは甲に対し減

殺請求できない。但し，前後を問わず適用すべきとの少数説もある。

Q2-3 仮に復帰的物権変動を観念しない場合はどうなるのか。

A ２分の１について甲は無権利者Ｙ 3 から譲り受けたことになる。そこで

即時取得（192 条）の成立が考えられる。

A いずれにしろ，178 条と 192 条をきちんと区別すべきである。

｛ＸとＹ 3の関係｝

Q1 Ｘは 1040 条１項本文を根拠にＹ 3に対し価額弁償請求できるか。

A 上記のとおり 1040 条１項は減殺前の譲渡に適用される規定であるので，

ＸはＹ 3 に対し価額弁償請求できない。しかし不法行為を理由に損害賠償

請求あるいは不当利得を理由に利得の返還請求はできる。
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｛今後いかなる訴訟手続を取るべきか｝

イ 甲に対し敗訴すると最初から決め付けることもできないので，訴訟係属

（被告Ｙ 3 に訴状送達で訴訟係属）前に譲り受けた甲に対し別訴を起こし

て併合してもらう。甲に訴訟引き受けさせると書いた人が多かったが，訴

訟係属中の譲渡（民訴 50 条１項）ではないので不可。訴訟係属前の譲受

人に対し訴訟引受を認めると，原告は十分現在の権利者を調べもしないで

提訴できてしまう。

ロ あるいは甲に敗訴すると考えて，Ｙ 3 に対する請求を損害賠償請求に変

更（民訴 143 条１項）する。

小問（3） ＸとＺとの法律関係

（ビルについて。Ｘ－ 10 月 24 日遺留分減殺－Ｙ２－ 11 月７日売買－

転得者Ｚ）

Q1 Ｘの遺留分減殺は 10 月 24 日であり，Ｙ 2 がＺに売買したのは 11 月７

日であるので，Ｚは減殺後の転得者にあたる。小問２で述べたとおり，減

殺によって復帰的物権変動があったとみればＹ 2 を起点とする二重譲渡と

なり対抗問題となる。ところで，Ｘが減殺したこと，つまりＹ 2 からＸに

対し復帰的物権変動のあったことをＺが認識していると，Ｘは背信的悪意

者になるか。

A 減殺請求の事実を認識したことは単なる悪意にすぎない。本問で，Ｚは

5000 万円のビルを 4500 万円で購入しており著しく安価ではなく，またＸ

がＡに悪態をついていたことから購入したのであり目的も不法と言えない。

したがってＺはＸに対しビルの所有権取得を対抗することができる。

Q2 ちなみに減殺によって２分の１の所有権が最初からＸにあると考える
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と，Ｚは２分の１の限度で無権利者Ｙ２から譲り受けたことになるが，94

条２項の類推適用によってＺを保護できるか。

A Ｚは減殺請求を知っていたのであるから悪意であり，保護されない。

Q3 仮にＺが減殺請求を知っていなかった場合，94 条 2 項を類推適用する

事情があるか。

A 本問の　Ｘには明示あるいは黙示に登記の存在を承認（最判昭和 45 年４

月 16 日，最判昭和 48 年６月 28 日参照）したという事情は無い。

小問（4） 減殺前の譲渡かあるいは減殺後の譲渡か

（Ｘ－ 10 月 24 日遺留分減殺－Ｙ２－ 10 月 21 日契約・ 11 月 14 日権利

移転・登記－転得者Ｚ）

Q1 1040 条１項但書「譲受人が譲渡の時において遺留分権利者に損害を加

えることを知っていたとき」に該当するかどうか。譲渡の意味が問題とな

る。

A Ｙ 2 からＺへのＡビルの売買契約は 10 月 21 日であり，遺留分減殺は 10

月 24 日であるので，（イ）契約締結を譲渡と考えれば，減殺前の譲渡であ

り 1040 条１項但書の適用を受ける。他方（ロ）所有権移転時を譲渡と考え

れば，特約で 11 月 14 日が所有権移転時であるので減殺後の譲渡となる。

したがって対抗問題となり，登記を先に得たＺが保護される。

Q2 たとえば，1040 条１項本文の「譲り渡した」という表現からどう考え

るか。

A 譲受人の立場から言えば譲り受けたということである。つまり，所有権

移転も交付も受けたという意味に解することができる。すると本問では，

10 月 28 日減殺時点では決済されておらず，減殺後に譲渡されたことにな
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り対抗問題として処理されることになる。

Q3 それで良いか。

A いや，いったん契約を締結すれば当該契約内容に従い履行する義務が生

じるのであるから譲渡とは契約締結時と解すべきであろう。第三者が利害

関係を生じたのは契約締結時と言うことができる。本問では減殺前に譲渡

とされていると考えて，1040 条１項但書を適用すべきである。契約締結時

のＺの主観は明白でないが，亡き A の相続人はＸ一人であることまたＡ

ビルが相続財産の半分を超えることまでの認識は通常契約時に第三者には

ないであろうから，Ｚは善意と考えられる。ＸはＺに対し減殺請求できな

い。

Q4 1040 条 1 項但書の「遺留分権利者に損害を加えることを知って」とは

どういう意味か。

A 客観的に遺留分を侵害することを認識していれば良く，今後減殺請求さ

れるだろうことまでを認識している必要は無い。

以上
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